
本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981 年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、

海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。 

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。 

本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。 

法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。 

近時行われたセミナー 

テーマ：私傷病休職からの復職に関する最新判例

日 時：2026年 1月 20日（火） 

講演者：牟礼 大介 

主 催：弁護士法人大江橋法律事務所 

U R L：https://www.ohebashi.com/jp/seminar/year/2026/20260121seminar.php 

テーマ：過労死、メンタルヘルス等に関する裁判事例

日 時：2026年 2月 28日（土）15:10～16:10 

講演者：大和 奈月 

主 催：一般社団法人大阪府医師会 

テーマ：東京地裁 R6.12.10フィデリティ証券事件（労経速 2584-8）に関する事例検討

日 時：2026年 3月 1日（日）14:00～17:00 

講演者：菰口 高志 

主 催：一般社団法人日本産業保健法学会 

近時行われるセミナー 

テーマ：企画運営委員長企画パネルディスカッション 復職・就業措置の判断に難渋する事例検

討会 3：見えにくい特性が判断を揺らすとき、多職種で導き出す着地点 

日 時：2026年 5月 30日（土）10:15～12:15 

講演者：菰口 高志 

主 催：第 99回日本産業衛生学会 

U R L：https://convention.jtbcom.co.jp/sanei99/program/index.html 

【ご紹介】 

セミナー及び執筆情報
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